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(57)【要約】
　超音波診断装置への負担を増大することなく、良好な
画質の三次元画像を高速に取得可能な技術を提供する。
レンダリング処理前に、座標変換処理を終えた断層ボリ
ュームデータに対し、効果の異なる複数のフィルタ処理
を施し、それぞれ、ボリュームデータを得る。得られた
各ボリュームデータを、ボクセル毎に予め定めた重みを
付けて加算して得られるボリュームデータから三次元画
像を生成する。効果の異なるフィルタ処理は、例えば、
平滑化処理と、鮮鋭化処理といったようにフィルタの種
類の異なるものであってもよいし、同じフィルタ処理で
その強度が異なるものであってもよい。また、フィルタ
処理を行わないものと行うものであってもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波探触子と、前記超音波探触子に駆動信号を送る送信部と、前記超音波探触子が測
定した検査対象からの超音波信号を用いて前記検査対象の断層ボリュームデータを生成す
る三次元断層データ生成部と、前記断層ボリュームデータから三次元画像を生成する三次
元画像処理部と、前記三次元画像処理部が生成した三次元画像を表示する表示部と、を備
える超音波診断装置であって、
　前記三次元画像処理部は、
　前記断層ボリュームデータに空間的な平滑化処理を施し平滑化ボリュームデータを生成
する平滑化処理部と、
　前記平滑化ボリュームデータが生成される毎に、当該断層ボリュームデータと前記平滑
化ボリュームデータとを重み係数を乗じて加算して合成ボリュームデータを生成する重み
付き加算部と、
　前記合成ボリュームデータが生成される毎に、当該合成ボリュームデータにレンダリン
グ処理を施し、前記三次元画像を生成するレンダリング部と、を備えること
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　超音波探触子と、前記超音波探触子に駆動信号を送る送信部と、前記超音波探触子が測
定した検査対象からの超音波信号を用いて前記検査対象の断層ボリュームデータを生成す
る三次元断層データ生成部と、前記断層ボリュームデータから三次元画像を生成する三次
元画像処理部と、前記三次元画像処理部が生成した三次元画像を表示する表示部と、を備
える超音波診断装置であって、
　前記三次元画像処理部は、
　前記断層ボリュームデータに、複数の三次元フィルタ処理を独立して施し、それぞれ、
処理後ボリュームデータを生成するフィルタ処理部と、
　前記複数の処理後ボリュームデータが生成される毎に、当該複数の処理後ボリュームデ
ータを、重み係数を乗じて加算して合成ボリュームデータを生成する重み付き加算部と、
　前記合成ボリュームデータが生成される毎に、当該合成ボリュームデータにレンダリン
グ処理を施し、前記三次元画像を得るレンダリング部と、を備えること
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の超音波診断装置であって、
　操作者から前記重み係数の入力を受け付けるインタフェースをさらに備え、
　前記重み付き加算部は、前記インタフェースを介して重み係数の入力を受け付ける毎に
前記合成ボリュームデータを生成すること
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の超音波診断装置であって、
　前記合成ボリュームデータが生成される毎に、当該合成ボリュームデータの輝度勾配を
算出する勾配演算部をさらに備え、
　前記レンダリング部は、前記勾配演算部が算出した輝度勾配を用い、前記レンダリング
処理を実行すること
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　超音波探触子と、前記超音波探触子に駆動信号を送る送信部と、前記超音波探触子が測
定した検査対象からの超音波信号を用いて前記検査対象の断層ボリュームデータを生成す
る三次元断層データ生成部と、前記断層ボリュームデータから三次元画像を生成する三次
元画像処理部と、前記三次元画像処理部が生成した三次元画像を表示する表示部と、を備
える超音波診断装置であって、
　前記三次元画像処理部は、
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　前記断層ボリュームデータに、複数の三次元フィルタ処理を独立して施し、それぞれ、
処理後ボリュームデータを生成するフィルタ処理部と、
　前記処理後ボリュームデータが生成される毎に、生成された当該複数の処理後ボリュー
ムデータを、構成ボクセル毎に重み係数を乗算して加算しながらレンダリング処理を施し
、前記三次元画像を生成するレンダリング部と、を備えること
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の超音波診断装置であって、
　前記レンダリング部は、
　当該複数の処理後ボリュームデータの内、第１の処理後ボリュームデータと第２の処理
後ボリュームデータとを、処理対象ボクセルの、投影面からの距離に応じて、前記重み係
数を変化させること
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の超音波診断装置であって、
　操作者から前記重み係数の入力を受け付けるインタフェースをさらに備え、
　前記レンダリング部は、前記インタフェースを介して重み係数の入力を受け付ける毎に
、前記複数の処理後ボリュームデータから前記三次元画像を生成すること
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　請求項５に記載の超音波診断装置であって、
　前記処理後ボリュームデータが生成される毎に、生成された当該複数の処理後ボリュー
ムデータそれぞれの輝度勾配を算出する勾配演算部をさらに備え、
　前記レンダリング部は、前記勾配演算部が算出したそれぞれの輝度勾配を用い、各処理
後ボリュームデータにそれぞれ前記レンダリング処理を施すこと
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　請求項２または５に記載の超音波診断装置であって、
　前記複数の三次元フィルタ処理は、第１の平滑化係数を用いる第１の平滑化処理と、前
記第１の平滑化係数とは異なる第２の平滑化係数を用いる第２の平滑化処理とを含むこと
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】
　請求項２または５に記載の超音波診断装置であって、
　前記複数の三次元フィルタ処理は、空間的平滑化処理と、鮮鋭化処理とを含むこと
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載の超音波診断装置であって、
　前記空間平滑化処理は、ダイレーションによる拡張処理であること
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の超音波診断装置であって、
　操作者から、前記平滑化処理に用いる処理方法および前記鮮鋭化処理に用いる処理方法
の入力を受け付けるインタフェースをさらに備え、
　前記平滑化処理は、前記処理方法の入力を受け付ける毎に、当該処理方法で前記平滑化
ボリュームデータを生成し、
　前記鮮鋭化処理部は、前記処理方法の入力を受け付ける毎に、当該処理方法で前記鮮鋭
化ボリュームデータを生成すること
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項１３】
　請求項１に記載の超音波診断装置であって、
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　操作者から、前記平滑化処理に用いる平滑化係数の入力を受け付けるインタフェースを
さらに備え、
　前記平滑化処理は、前記平滑化係数の入力を受け付ける毎に、当該平滑化係数を用いて
前記平滑化ボリュームデータを生成すること
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項１４】
　請求項２または５に記載の超音波診断装置であって、
　操作者から、前記三次元フィルタ処理に用いるフィルタ係数の入力を受け付けるインタ
フェースをさらに備え、
　前記フィルタ処理部は、前記フィルタ係数の入力を受け付ける毎に、当該フィルタ係数
を用いて前記処理後ボリュームデータを生成すること
　を特徴とする超音波診断装置。
【請求項１５】
　検査対象に超音波を送信して受信した超音波信号を用いて生成した前記検査対象の断層
ボリュームデータに画像処理を施し、三次元画像を生成する、超音波診断装置における画
像処理方法であって、
　前記断層ボリュームデータに空間的な平滑化処理を施して平滑化ボリュームデータを生
成し、
　前記断層ボリュームデータと前記平滑化ボリュームデータとを重み係数を乗じて加算し
て合成ボリュームデータを生成し、
　前記合成ボリュームデータにレンダリング処理を施し、前記三次元画像を生成すること
を備える画像処理方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を利用して被検体内の診断部位の超音波画像を構築し、表示する超音
波診断装置に関し、特に、断層像、血流像、弾性像データの三次元超音波画像を構築可能
な超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波探触子により被検体に超音波を送信するとともに被検体から
の反射エコー信号を受信し、反射エコー信号を用いて被検体の断層像を生成する。超音波
診断装置では、超音波探触子を自動もしくは手動で短軸方向に操作することにより、三次
元データを得、得られた三次元データをボリュームレンダリング等の手法により二次元投
影面に投影し、投影画像（三次元画像）を表示する。例えば、血流像であれは、血流速度
や血流強度、弾性像においては歪みや固さの情報を三次元的に取得し、投影画像を生成し
表示する。
【０００３】
　現在では、反射エコー信号から投影画像生成までの信号処理（画像処理）は、実時間で
実施され、三次元画像を動画として表示するリアルタイム３Ｄ、または４Ｄと呼ばれる技
術が一般的となっている。
【０００４】
　しかし、超音波画像には、スペックルノイズなど、超音波特有のアーチファクトが多く
、三次元画像の画質を低下させる原因となっている。このようなノイズを低減させて、画
質を向上させるために、比較的処理負担の軽い平滑化処理等の三次元フィルタ処理が行わ
れるが、例えば、平滑化処理は、三次元画像のノイズを低減させて画質を向上させる一方
で、境界を不鮮明にすることがある。三次元データはデータ量が膨大であるため、画質を
向上させるための任意の画像処理を実時間で行うことは困難である。
【０００５】
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　このような問題を解決するものとして、例えば、空間毎に、移動平均法により平滑化し
たボクセルデータを増幅して使用するか否かを決定し、画質を向上させるものがある（例
えば、特許文献１参照）。ここでは、使用するか否かは、周辺輝度の標準偏差により決定
する。
【０００６】
　また、１度の走査で十分な三次元ボリュームデータが得られない場合、複数のボリュー
ムデータを結合することによって三次元画像の画質を向上する手法がある（例えば、特許
文献２参照）。
【０００７】
　また、対象物の形状を把握可能なボリュームレンダリング画像と、対象物の構造を把握
可能なボリュームレンダリング画像との２つの画像を合成することにより、三次元画像の
画質を向上する技術がある（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－２２９２８３号公報
【特許文献２】特開２００９－６１１８２号公報
【特許文献３】特開２００６－１３００７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　処理が過度である場合、平滑化処理の実施領域を空間ごとに切り替えたとしても、画像
が不鮮明になるという平滑化処理の弊害は除去できない。また、平滑化強度は、予め用意
されたものの中から選択するしかなく、自由度がない。従って、最適な強度で平滑化を施
すことが難しい。
【００１０】
　また、特許文献２に開示の結合処理は、異なる時間に取得した同一部位のボクセル値を
平均することによりなされる。従って、時間的な平滑化効果は得られるが、空間的な平滑
化効果は得られない。
【００１１】
　また、特許文献３に開示の合成処理を実施する場合、レンダリング処理を２回実施する
必要がある。レンダリング処理は、平滑化などの三次元フィルタ処理に比べ、演算量が多
大であるため、装置への負担が大きい。実時間での実施には適していない。
【００１２】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、超音波診断装置への負担を増大すること
なく、良好な画質の三次元画像を高速に取得可能な技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、レンダリング処理前に、断層ボリュームデータに対して効果の異なる複数の
フィルタ処理を施し、それぞれ、ボリュームデータを得る。得られた各ボリュームデータ
を、ボクセル毎に予め定めた重みを付けて加算して得られるボリュームデータから三次元
画像を生成する。
【００１４】
　効果の異なるフィルタ処理は、例えば、平滑化処理と、鮮鋭化処理といったようにフィ
ルタの種類の異なるものであってもよいし、同じフィルタ処理でその強度が異なるもので
あってもよい。また、フィルタ処理を行わないものと行うものであってもよい。
【００１５】
　具体的には、超音波探触子と、前記超音波探触子に駆動信号を送る送信部と、前記超音
波探触子が測定した検査対象からの超音波信号を用いて前記検査対象の断層ボリュームデ
ータを生成する三次元断層データ生成部と、前記断層ボリュームデータから三次元画像を
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生成する三次元画像処理部と、前記三次元画像処理部が生成した三次元画像を表示する表
示部と、を備える超音波診断装置であって、前記三次元画像処理部は、前記断層ボリュー
ムデータに空間的な平滑化処理を施し平滑化ボリュームデータを生成する平滑化処理部と
、前記平滑化ボリュームデータが生成される毎に、当該断層ボリュームデータと前記平滑
化ボリュームデータとを重み係数を乗じて加算して合成ボリュームデータを生成する重み
付き加算部と、前記合成ボリュームデータが生成される毎に、当該合成ボリュームデータ
にレンダリング処理を施し、前記三次元画像を生成するレンダリング部と、を備えること
を特徴とする超音波診断装置を提供する。
【００１６】
　また、他の態様によれば、超音波探触子と、前記超音波探触子に駆動信号を送る送信部
と、前記超音波探触子が測定した検査対象からの超音波信号を用いて前記検査対象の断層
ボリュームデータを生成する三次元断層データ生成部と、前記断層ボリュームデータから
三次元画像を生成する三次元画像処理部と、前記三次元画像処理部が生成した三次元画像
を表示する表示部と、を備える超音波診断装置であって、前記三次元画像処理部は、前記
断層ボリュームデータに、複数の三次元フィルタ処理を独立して施し、それぞれ、処理後
ボリュームデータを生成するフィルタ処理部と、前記複数の処理後ボリュームデータが生
成される毎に、当該複数の処理後ボリュームデータを、重み係数を乗じて加算して、合成
ボリュームデータを生成する重み付き加算部と、前記合成ボリュームデータが生成される
毎に、当該合成ボリュームデータにレンダリング処理を施し、前記三次元画像を得るレン
ダリング部と、を備えることを特徴とする超音波診断装置を提供する。
【００１７】
　さらに、他の態様によれば、超音波探触子と、前記超音波探触子に駆動信号を送る送信
部と、前記超音波探触子が測定した検査対象からの超音波信号を用いて前記検査対象の断
層ボリュームデータを生成する三次元断層データ生成部と、前記断層ボリュームデータか
ら三次元画像を生成する三次元画像処理部と、前記三次元画像処理部が生成した三次元画
像を表示する表示部と、を備える超音波診断装置であって、前記三次元画像処理部は、前
記断層ボリュームデータに、複数の三次元フィルタ処理を独立して施し、それぞれ、処理
後ボリュームデータを生成するフィルタ処理部と、前記処理後ボリュームデータが生成さ
れる毎に、生成された当該複数の処理後ボリュームデータを、構成ボクセル毎に重み係数
を乗算して加算しながらレンダリング処理を施し、前記三次元画像を生成するレンダリン
グ部と、を備えることを特徴とする超音波診断装置を提供する。
【００１８】
　また、検査対象に超音波を送信して受信した超音波信号を用いて生成した前記検査対象
の断層ボリュームデータに画像処理を施し、三次元画像を生成する、超音波診断装置にお
ける画像処理方法であって、前記断層ボリュームデータに空間的な平滑化処理を施して平
滑化ボリュームデータを生成する平滑化処理ステップと、前記断層ボリュームデータと前
記平滑化ボリュームデータとを重み係数を乗じて加算して合成ボリュームデータを生成す
る重み付き加算ステップと、前記合成ボリュームデータにレンダリング処理を施し、前記
三次元画像を生成するレンダリングステップと、を備えることを特徴とする画像処理方法
を提供する。
【００１９】
　また、コンピュータを、検査対象に超音波を送信して受信した超音波信号を用いて前記
検査対象の断層ボリュームデータを生成する三次元断層データ生成部と、前記断層ボリュ
ームデータに空間的な平滑化処理を施して平滑化ボリュームデータを生成する平滑化処理
部と、前記断層ボリュームデータと前記平滑化ボリュームデータとを重み係数を乗じて加
算して合成ボリュームデータを生成する重み付き加算部と、前記合成ボリュームデータに
レンダリング処理を施して前記三次元画像を生成するレンダリング部として機能させるた
めの、超音波診断装置用プログラムを提供する。
【発明の効果】
【００２０】
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　本発明によれば、超音波診断装置への負担を増大することなく、良好な画質の三次元画
像を高速に取得できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第１の実施形態の超音波診断装置のブロック図である。
【図２】第１の実施形態の三次元画像処理部の機能ブロック図である。
【図３】第１の実施形態の三次元画像処理のフローチャートである。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、第１の実施形態の三次元画像処理で生成されるボリュームデ
ータを説明するための図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）は、第１の実施形態で生成される三次元画像を説明するための図
である。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、第１の実施形態の重み係数設定インタフェースを説明するた
めの図である。
【図７】（ａ）～（ｃ）は、第１の実施形態の平滑化係数設定インタフェースを説明する
ための図である。
【図８】第２の実施形態の三次元画像処理部の機能ブロック図である。
【図９】第２の実施形態の三次元画像処理のフローチャートである。
【図１０】第３の実施形態の三次元画像処理部の機能ブロック図である。
【図１１】第３の実施形態の三次元画像処理のフローチャートである。
【図１２】（ａ）～（ｃ）は、第３の実施形態の平滑化処理方法および鮮鋭化処理方法設
定インタフェースを説明するための図である。
【図１３】第４の実施形態の三次元画像処理部の機能ブロック図である。
【図１４】第４の実施形態の三次元画像処理のフローチャートである。
【図１５】第４の実施形態で生成されるボリュームデータを説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　＜＜第１の実施形態＞＞
　以下、本発明の実施の形態について図面に基づいて説明する。以下、本発明の実施形態
を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付し、その繰り返し
の説明は省略する。本実施形態では、三次元画像変換後の断層ボリュームデータと、当該
断層ボリュームに対し平滑化処理を行ったデータとを、予め定めた重みを付して加算する
ことにより生成した合成ボリュームデータから三次元画像を生成する。超音波診断装置は
、超音波探触子と、超音波探触子に駆動信号を送る送信部と、超音波探触子が測定した検
査対象からの超音波信号を用いて検査対象の断層ボリュームデータを生成する三次元断層
データ生成部と、断層ボリュームデータから三次元画像を生成する三次元画像処理部と、
三次元画像処理部が生成した三次元画像を表示する表示部とを備える。
【００２３】
　まず、本実施形態の超音波診断装置０００１について、図１を用いて説明する。図１に
示すように、超音波診断装置０００１は、被検体００１０に当接させて用いる超音波探触
子０００２と、超音波探触子０００２を介して被検体００１０に一定の時間間隔で超音波
を繰り返し送信する送信部０００５と、被検体００１０から反射した反射エコー信号を受
信する受信部０００６と、送信部０００５と受信部０００６との動作を制御する送受信制
御部０００７と、受信部０００６で受信された反射エコー信号を整相加算する整相加算部
０００８とを備える。
【００２４】
　超音波探触子０００２は、複数の振動子を備え、被検体００１０に振動子を介して超音
波を送信するとともに、反射エコー信号を受信する。複数の振動子は、矩形又は扇形に配
列され、その配列方向と直交する方向（短軸方向）に振動子を機械的に振ることにより、
超音波を三次元的に送受信する。なお、超音波探触子０００２として、複数の振動子が二
次元配列され、超音波の送受信を電子的に制御することで、超音波を三次元的に送受信す
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るものを用いてもよい。
【００２５】
　送信部０００５は、超音波探触子０００２に駆動信号を送る。送信部０００５は、超音
波探触子０００２の振動子を駆動して超音波を発生させるための送波パルスを生成する。
その際、超音波探触子０００２の各振動子に受け渡す送波信号の位相を制御し、送信され
る超音波の収束点をある深さに設定する。また、受信部０００６は、超音波探触子０００
２の各振動子が受信した反射エコー信号を所定のゲインで増幅してＲＦ信号すなわち受信
信号を生成する。送受信制御部０００７は、送信部０００５と受信部０００６との動作を
制御する。整相加算部０００８は、受信部０００６で増幅されたＲＦ信号の位相を整合さ
せた後、加算することにより、１点または複数の収束点に対し収束した超音波ビームを形
成してＲＦ信号フレームデータ（ＲＡＷデータに相当）を生成する。
【００２６】
　また、三次元断層データ生成部は、超音波探触子０００２が測定した検査対象からの超
音波信号を用いて検査対象の断層ボリュームデータを生成する。超音波診断装置０００１
は、ＲＦ信号フレームデータから、診断部位の三次元データである断層ボリュームデータ
を生成する三次元断層データ生成部の構成として、断層情報演算部００１１と、三次元断
層データ記憶部００１２と、三次元座標変換部００１３と、を備える。また、断層ボリュ
ームデータから、受信超音波の振幅を輝度とする診断部位の三次元画像（三次元ボリュー
ムデータの二次元投影像）を生成する構成として、三次元画像処理部００１４と、表示デ
ータ生成部００１６と、を備える。さらに、任意断面の二次元画像を作成する構成として
、任意断面像作成部００１５を備えていてもよい。各部の詳細は後述する。
【００２７】
　また、超音波診断装置０００１は、ユーザインタフェースとして、操作部０００４と、
表示器（表示部）０００９とを備える。さらに、超音波診断装置０００１全体の動作を制
御する制御部０００３を備える。
【００２８】
　断層情報演算部００１１は、整相加算部０００８で生成されたＲＦ信号フレームデータ
に対して、ゲイン補正、ログ圧縮、検波、輪郭強調および平滑化処理等の信号処理を施し
、二次元断層データを構成する。その際、制御部０００３は、操作部０００４を介して操
作者から受け付けた設定条件に従って断層情報演算部００１１を制御する。
【００２９】
　三次元断層データ記憶部００１２は、断層情報演算部００１１で構成された二次元断層
データをその取得位置に対応させて記憶する。ここでいう取得位置は、送受信方向である
。例えば、θ方向とそれに直交するφ方向とからなる座標系を用いると、θ方向に送受信
を行った計測結果により二次元断層データが構成される場合、θ方向に直交するφ方向の
位置毎に、その位置をインデックスとして複数の二次元断層データを記憶する。
【００３０】
　三次元座標変換部００１３は、三次元断層データ記憶部００１２に記憶された複数の二
次元断層データに対し三次元座標変換を施し、断層ボリュームデータを生成する。
【００３１】
　三次元画像処理部００１４は、三次元座標変換部００１３において座標変換後の断層ボ
リュームデータに三次元画像処理を施し、三次元画像を生成する。三次元画像処理部００
１４は、断層ボリュームデータが生成される毎に、三次元画像処理を実行し、三次元画像
を生成する。本実施形態の三次元画像処理の詳細は、後述する。生成された三次元画像に
は、輝度に応じて黒から白へ変化するグレースケール、赤みのあるセピアカラーなど、主
に輝度に応じて明度が大きくなるカラースケールが付与される。
【００３２】
　任意断面像作成部００１５は、三次元断層データ記憶部００１２に記憶された二次元断
層データを用い、操作者が指定する断面の二次元画像を作成する。なお、操作者は、操作
部０００４を介して変換係数を設定することにより、表示断面を指定する。
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【００３３】
　表示データ生成部００１６は、三次元画像処理部００１４において生成された三次元画
像を表示器０００９に表示させるための表示データを生成する。本実施形態の表示データ
生成部００１６は、三次元画像が生成される毎に表示データを生成し、表示器０００９の
表示データを更新する。なお、任意断面像作成部００１５を備える場合、表示データ生成
部００１６は、表示データとして、任意断面像作成部００１５において生成された二次元
画像とともに三次元画像を表示する表示データを生成する。例えば、二次元画像と三次元
画像とを並列に並べて表示するものである。
【００３４】
　次に、本実施形態において特徴的な三次元画像処理部００１４について、図２を用いて
説明する。図２は、本実施形態の三次元画像処理部００１４の機能ブロック図である。
【００３５】
　本図に示すように、本実施形態の三次元画像処理部００１４は、三次元座標変換部００
１３で生成した断層ボリュームデータそのものと、その断層ボリュームデータに対して平
滑化処理を施して得たデータとを、任意の割合で合成し、三次元画像を生成する三次元画
像処理を行う。これを実現するため、三次元平滑化処理部０２０１と、重み付き加算部０
２０２と、勾配演算部０２０３と、レンダリング部０２０４と、を備える。以後、本実施
形態では、平滑化処理を施した断層ボリュームデータを平滑化ボリュームデータ（スムー
スボリュームデータ）と呼び、平滑化処理を施さない断層ボリュームデータそのものをテ
クスチャボリュームデータ（元ボリュームデータ）と呼ぶ。
【００３６】
　三次元平滑化処理部（フィルタ処理部）０２０１は、三次元座標変換部００１３で座標
変換後の断層ボリュームデータに対し、空間的な平滑化処理（三次元平滑化処理）を行い
、平滑化ボリュームデータを生成する。三次元平滑化処理部（フィルタ処理部）０２０１
は、断層ボリュームデータに、複数の三次元フィルタ処理を独立して施し、それぞれ、処
理後ボリュームデータを生成してもよい。本実施形態では、平滑化処理として、例えば、
周囲のボクセル値を用いて平均化する平均化フィルタ処理が用いられる。平均化フィルタ
処理の平滑化の強さは、平均化ボクセル数によって決まる。平均化ボクセル数は、平滑化
係数として操作者から設定される。
【００３７】
　重み付き加算部０２０２は、同一の断層ボリュームデータから生成した複数のボリュー
ムデータを、設定された重み係数を用いて重み付け加算し、ボリュームデータを生成する
重み付け加算処理を行う。重み付け加算は、ボリュームデータのボクセル毎に行う。重み
付き加算部０２０２は、平滑化ボリュームデータが生成される毎に、断層ボリュームデー
タと平滑化ボリュームデータとを重み係数を乗じて加算して合成ボリュームデータを生成
する。重み付き加算部０２０２は、複数の処理後ボリュームデータが生成される毎に、当
該複数の処理後ボリュームデータを、重み係数を乗じて加算して合成ボリュームデータを
生成する。以下、本明細書では、重み付け加算処理により得られたボリュームデータを合
成ボリュームデータと呼ぶ。本実施形態では、同一の断層ボリュームデータから生成した
複数のボリュームデータは、断層ボリュームデータそのものであるテクスチャボリューム
データと、三次元平滑化処理部０２０１で断層ボリュームデータから生成した平滑化ボリ
ュームデータと、の２つである。
【００３８】
　重み係数は、操作者が操作部０００４を介して設定した値を、制御部０００３が重み付
き加算部０２０２に通知する。つまり、操作部（インタフェース）０００４が重み係数の
入力を受け付ける。重み係数は、例えば、０から１の間の値として設定される。加算は、
両ボリュームデータの対応するボクセル毎に、以下の式（１）により行われる。ここでは
、重み係数をＷ、所定のボクセルｖの、一方のボリュームデータの輝度値をＶ１ｖ、他方
のボリュームデータの輝度値をＶ２ｖ、合成ボリュームデータの輝度値をＣｖとする。
【００３９】
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　　Ｃｖ＝Ｖ１ｖ・Ｗ＋Ｖ２ｖ・（１－Ｗ）　　　（１）
【００４０】
　勾配演算部０２０３は、合成ボリュームデータの勾配情報を生成する。勾配情報は、合
成ボリュームデータを構成する各ボクセルの輝度値とその周辺のボクセルの輝度値より求
めた、ボクセルごとの輝度値の勾配（勾配値）である。
【００４１】
　レンダリング部０２０４は、合成ボリュームデータにボリュームレンダリング処理を施
し、三次元画像を生成する。レンダリング部０２０４は、合成ボリュームデータが生成さ
れる毎に、合成ボリュームデータにレンダリング処理を施し、前記三次元画像を生成して
もよい。レンダリング部０２０４は、処理後ボリュームデータが生成される毎に、生成さ
れた当該複数の処理後ボリュームデータを、構成ボクセル毎に重み係数を乗算して加算し
ながらレンダリング処理を施し、三次元画像を生成してもよい。なお、生成された三次元
画像は、表示データ生成部００１６を介して、表示器０００９に表示される。
【００４２】
　レンダリング部０２０４は、以下の式（２）および式（３）を用い、合成ボリュームデ
ータにボリュームレンダリング処理を施すことにより、被検体の診断部位の３次画像を構
成する。投影方向（視線方向）は、操作部０００４を介して制御部０００３が操作者から
受け付ける。
【００４３】
　　Ｃｏｕｔ＝Ｃｏｕｔ－１＋（１－Ａｏｕｔ－１）・Ａｉ・Ｃｉ・Ｓｉ　　　（２）
　　Ａｏｕｔ＝Ａｏｕｔ－１＋（１－Ａｏｕｔ－１）・Ａｉ　　　（３）
【００４４】
　上式中、Ｃｉは作成される二次元投影面上のある点から合成ボリュームデータを見た場
合の、視線上ｉ番目に存在するボクセルの輝度値である。視線上にＮボクセルのデータが
並んだとき、ｉ＝０～Ｎまでを積算した値Ｃｏｕｔが最終的な出力ピクセル値となる。Ｃ

ｏｕｔ－１はｉ－１番目までの積算値を示す。
【００４５】
　また、上式中、Ａｉは視線上ｉ番目に存在するボクセルの不透明度であり、０～１．０
の値をとる。不透明度は、０．０から１．０までの値をとる。ボクセル値と不透明度との
関係は、輝度値と不透明度との関係を定めた不透明度テーブル（オパシティテーブル）と
して予め定められる。レンダリング部０２０４は、ボクセルの輝度値から不透明度テーブ
ルを参照し、不透明度を得る。
【００４６】
　また、Ｓｉは視線上ｉ番目に存在するボクセルの勾配値を示す。例えば、ｉ番目のボク
セルの輝度値の勾配で特定される面の法線が視線と一致する場合、Ｓｉには、例えば、１
．０が付与され、法線が視線と直交する場合は、Ｓｉには、例えば、０が付与される。視
線に対する勾配が大きいほど、勾配値が小さくなり、算出される出力ピクセル値は小さな
値となる。なお、本実施形態では、勾配演算部０２０３を含まない構成も可能である。こ
の場合、Ｓｉには一定の値、例えば、１．０が常に付与される。
【００４７】
　なお、Ｃｏｕｔ、Ａｏｕｔはともに０を初期値とする。
【００４８】
　式（３）に示される様に、Ａｏｕｔはボクセルを通過するたびに積算され、１．０に収
束する。このため、式（２）に示されるように、ｉ－１番目までのボクセルの不透明度の
積算値Ａｏｕｔ－１が≒１．０となった場合、ｉ番目のボクセル値Ｃｉは出力画像に反映
されない。このようなボリュームレンダリング処理により、不透明度の高いボクセルを表
面としてとらえて、三次元断層像データを立体的に表示することが出来る。
【００４９】
　最終的に得られたＣｏｕｔは、カラースケール変換され、ＲＧＢなどの色情報に変換さ
れ、出力される。
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【００５０】
　なお、レンダリング部０２０４は、以下の式（４）～（６）に従い、ＲＧＢなどの色情
報の要素毎に三次元画像を生成してもよい。
【００５１】
　ＣＲｏｕｔ＝ＣＲｏｕｔ－１＋（１－Ａｏｕｔ－１）・Ａｉ・ＣＲｉ・Ｓｉ　（４）
　ＣＧｏｕｔ＝ＣＧｏｕｔ－１＋（１－Ａｏｕｔ－１）・Ａｉ・ＣＧｉ・Ｓｉ　（５）
　ＣＢｏｕｔ＝ＣＢｏｕｔ－１＋（１－Ａｏｕｔ－１）・Ａｉ・ＣＢｉ・Ｓｉ　（６）
【００５２】
　ここで、ＣＲｉは、作成される二次元投影面上のある点から合成ボリュームデータを見
た場合の、視線上ｉ番目に存在するボクセルの輝度値の赤成分であり、ＣＧｉ、ＣＢｉは
それぞれ緑成分、青成分である。
【００５３】
　なお、本実施形態のレンダリング部０２０４が、合成ボリュームデータから三次元画像
を生成する手法は、これに限られない。例えば、表面ではなく内部の構造物を透過的に可
視化し、関心領域中の高輝度構造物のみを表示する最大値投影法（Ｍａｘｉｍｕｍ　ｉｎ
ｔｅｎｓｉｔｙ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ）、低輝度構造物のみを描出する最小値投影法（
Ｍｉｎｉｍｕｍ　ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ）、視線方向のボクセル値
の累算画像を表示する方法（Ｒａｙ　ｓｕｍｍａｔｉｏｎ）であってもよい。
【００５４】
　また、レンダリング処理の過程において、しきい値により、各処理対象のボクセルの輝
度値を判別し、当該ボクセルのデータを有効とするか無効とするかを選択するよう構成し
てもよい。しきい値は、操作部０００４を介して操作者が設定し、制御部０００３がレン
ダリング部０２０４に通知する。
【００５５】
　なお、本実施形態の超音波診断装置０００１は、ＣＰＵ、メモリおよび記憶装置を備え
る。さらに、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を備えてい
てもよい。制御部０００３、および、ＲＦ信号フレームデータから断層ボリュームデータ
を生成し、さらに二次元画像、三次画像を生成するための各部（断層情報演算部００１１
、三次元座標変換部００１３、三次元画像処理部００１４、任意断面像作成部００１５、
表示データ生成部００１６）の機能は、ＣＰＵもしくはＧＰＵが、記憶装置に予め保持さ
れるプログラムをメモリにロードし、実行することにより実現される。
【００５６】
　次に、本実施形態の三次元画像処理部００１４による三次元画像処理の流れと、その三
次元画像処理により生成される画像を図３および図４を用いて説明する。
【００５７】
　図３は、本実施形態の三次元画像処理部００１４による三次元画像処理の処理フロー、
図４は、本実施形態の三次元画像処理部００１４による三次元画像処理により得られるボ
リュームデータを説明するための図であり、図４（ａ）は、三次元座標変換部００１３の
出力データである断層ボリュームデータ（テクスチャボリュームデータ）０４０１である
。
【００５８】
　三次元平滑化処理部（フィルタ処理部）０２０１は、平滑化係数を設定する（ステップ
Ｓ１１０１）。平滑化係数は、予め定められた平滑化係数の中から、操作者により操作部
０００４を介して指定される。三次元平滑化処理部０２０１は、制御部０００３を介して
、指定された平滑化係数を受け取り、設定する。なお、本実施形態では、平滑化処理とし
て平均化フィルタ処理を実行するため、平滑化係数として、上述のように、平均化ボクセ
ル数が設定される。
【００５９】
　次に、三次元平滑化処理部０２０１は、三次元座標変換部００１３の出力データである
断層ボリュームデータに対し、平滑化処理を行い、平滑化ボリュームデータを生成する（
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ステップＳ１１０２）。図４（ｂ）は、三次元平滑化処理部０２０１による平滑化処理後
の平滑化ボリュームデータ０４０２である。
【００６０】
　重み付き加算部０２０２は、重み係数を受け付け、設定する（ステップＳ１１０３）。
【００６１】
　重み係数は、操作者により操作部０００４を介して設定される。重み付き加算部０２０
２は、制御部０００３を介して重み係数を受け取り、設定する。
【００６２】
　重み付き加算部０２０２は、設定された重み係数を用い、ボクセル毎に上記式（１）で
示される加算処理を行い（ステップＳ１１０４）、平滑化ボリュームデータとテクスチャ
ボリュームデータとを加算し、合成ボリュームデータを生成する。ここで、生成される合
成ボリュームデータ０４０３を図４（ｃ）に示す。
【００６３】
　例えば、図４（ｂ）に示すように、平滑化ボリュームデータ０４０２が、平滑化処理が
過度に行われているものであっても、重み付き加算部０２０２により加算処理を行うこと
により、平滑化ボリュームデータ０４０２とテクスチャボリュームデータ０４０１との中
間の平滑化が行われた合成ボリュームデータ０４０３を得ることができる。また、重み係
数を変更することで、平滑化ボリュームデータ０４０２とテクスチャボリュームデータ０
４０１との間の所望の平滑化強度の合成ボリュームデータを得ることができる。
【００６４】
　そして、勾配演算部０２０３は、合成ボリュームデータ０４０３に対し、ボクセルの輝
度勾配計算を行い、勾配情報を生成する（ステップＳ１１０５）。そして、レンダリング
部０２０４は、合成ボリュームデータ０４０３と、ボクセル毎の勾配値とを用い、レンダ
リング処理を行い、三次元画像を生成する（ステップＳ１１０６）。なお、生成された三
次元画像は、表示データ生成部００１６により表示データにされて表示器０００９に表示
される。
【００６５】
　次に、操作者の設定した重み係数が与える三次元画像への効果を、図５を用いて説明す
る。本実施形態においては、式（１）におけるＶ１ｖをテクスチャボリュームデータ０４
０１の輝度値、Ｖ２ｖを平滑化ボリュームデータ０４０２の輝度値として説明する。
【００６６】
　図５（ａ）に示す三次元画像０５０１は、重み係数Ｗが、１．０と設定された場合の三
次元画像である。式（１）により、テクスチャボリュームデータ０４０１に対して１．０
、平滑化ボリュームデータ０４０２に対して０．０で重み付けされて得られる合成ボリュ
ームデータから三次元画像０５０１は生成される。
【００６７】
　重み係数Ｗとして１．０が設定された場合、三次元画像０５０１を生成する元となる合
成ボリュームデータには、テクスチャボリュームデータ０４０１がそのまま用いられる。
従って、三次元画像０５０１は、全く平滑化されていないボリュームデータから生成され
る。このため、胎児の指や顔のしわなどの情報が保持される反面、画像の境界線に凹凸が
残る。
【００６８】
　図５（ｂ）に示す三次元画像０５０２は、重み係数Ｗが、０．０と設定された場合の三
次元画像である。式（１）より、テクスチャボリュームデータ０４０１に対して０．０、
平滑化ボリュームデータ０４０２に対して１．０で重み付けされて得られる合成ボリュー
ムデータから三次元画像０５０２は生成される。
【００６９】
　重み係数Ｗとして０．０が設定された場合、三次元画像０５０２を生成する元となる合
成ボリュームデータには、平滑化ボリュームデータ０４０２がそのまま用いられる。従っ
て、三次元画像０５０２は、設定された平滑化係数で平滑化されたボリュームデータから
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生成される。このため、画像の境界線に凹凸がなく滑らかである反面、胎児の指や顔のし
わなどの情報は消失する。
【００７０】
　図５（ｃ）に示す三次元画像０５０３は、適度な重み係数Ｗ、例えば、０．５が、設定
された場合の三次元画像である。式（１）より、テクスチャボリュームデータ０４０１に
対して０．５、平滑化ボリュームデータ０４０２に対して０．５で重み付けされて得られ
る合成ボリュームデータから三次元画像０５０３は生成される。本図に示すように、得ら
れた三次元画像０５０３は、適度に境界線の凹凸が消失し、かつ、胎児の指や顔のしわな
どの情報も保持される。
【００７１】
　このように、重み係数を調整することにより、最終的に得られる画質を調整することが
できる。本実施形態では、操作者は、表示器０００９に表示される画像を見ながら、実時
間で重み係数を変更することにより、重み係数を調整する。
【００７２】
　次に、操作者が重み係数を設定、調整するインタフェースを、図６を用いて説明する。
【００７３】
　図６（ａ）は、重み係数を設定、調整するインタフェースが、変更つまみ０６０１と、
係数表示領域０６０２と、三次元画像表示領域０６００とにより構成される例である。変
更つまみ０６０１は、操作部０００４が備える。操作者は、変更つまみ０６０１を操作す
ることにより、０．０～０．１の間で重み係数を変更する。
【００７４】
　係数表示領域０６０２と、三次元画像表示領域０６００は、表示器０００９が備える。
なお、三次元画像表示領域０６００は、三次元画像処理部００１４が生成した三次元画像
が表示される領域である。
【００７５】
　制御部０００３は、変更つまみ０６０１を介して操作者が重み係数を設定、変更する毎
に、その重み係数を係数表示領域０６０２に表示する。また、制御部０００３は、変更つ
まみ０６０１を介して操作者が重み係数を設定、変更する毎に、三次元画像処理部００１
４にその重み係数を通知する。三次元画像処理部００１４は、通知を受け、上記三次元画
像処理のフローのステップＳ１１０３からの処理を繰り返す。そして、生成された三次元
画像は、三次元画像表示領域０６００に表示される。操作者は、三次元画像表示領域０６
００に表示される三次元画像を確認しながら、最適な重み係数を設定する。
【００７６】
　図６（ｂ）は、重み係数を設定、調整するインタフェースが、表示器０００９上のタッ
チパネルと、係数表示領域０６０２と、三次元画像表示領域０６００とにより構成される
例である。表示器０００９は、係数の値を上下させる指示を受け付けるスライドバー０６
０３を備える。操作者は、指、または、操作部０００４が備えるマウス、トラックボール
、キーボード等の入力装置を用いてスライドバー０６０３を操作することにより、０．０
～０．１の間で重み係数を変更する。操作者により重み係数が設定、変更された際の制御
部０００３による処理は、上記図６（ａ）の例と同様である。
【００７７】
　図６（ｃ）は、重み係数を設定、調整するインタフェースが、表示器０００９上のタッ
チパネルと、係数表示領域０６０２と、三次元画像表示領域０６００とにより構成される
例である。表示器０００９は、係数の値を上昇させる指示を受け付ける上昇指示領域０６
０４と、係数の値を下降させる指示を受け付ける下降指示領域０６０５と、を備える。操
作者は、上昇指示領域０６０４または下降指示領域０６０５を介して、０．０～１．０の
間で重み係数を変更する。指示は、指、または、操作部０００４が備えるマウス、キーボ
ード等の入力装置を用いて行う。操作者により重み係数が設定、変更された際の制御部０
００３による処理は、上記図６（ａ）の例と同様である。
【００７８】
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　なお、図６（ｃ）では、上昇指示領域０６０４と下降指示領域０６０５とを、係数表示
領域０６０２内に備える場合を例示しているが、必ずしも係数表示領域０６０２内でなく
てもよい。
【００７９】
　なお、操作者が重み係数を設定、調整するインタフェースはこれらに限られない。
【００８０】
　なお、平滑化係数も、操作者が三次元画像を確認しながら、実時間で、予め容易された
平滑化係数間で変更可能なように構成してもよい。この場合、重み係数同様、操作者は、
表示器０００９に表示される画像を見ながら、実時間で平滑化係数を変更することにより
、最適な平滑化係数を設定する。以下、操作者が平滑化係数を設定、変更するインタフェ
ースを図７を用いて説明する。
【００８１】
　図７（ａ）は、平滑化係数を設定、変更するインタフェースが、変更つまみ０７０１と
、係数表示領域０７０２と、三次元画像表示領域０６００とにより構成される例である。
変更つまみ０７０１は、操作部０００４が備える。操作者は、変更つまみ０７０１により
、予め定められた平滑化係数の中から平滑化係数を選択する。例えば、予め定められた平
滑化係数は、番号として表示器０００９に表示され、制御部０００３は、操作者が選択し
た番号に対応した平滑化係数を、三次元画像処理部００１４に通知する。
【００８２】
　係数表示領域０７０２は表示器０００９が備える。三次元画像表示領域０６００は、三
次元画像処理部００１４が生成した三次元画像が表示される領域である。
【００８３】
　制御部０００３は、変更つまみ０７０１を介して操作者が平滑化係数を設定、変更する
毎に、その平滑化係数を係数表示領域０７０２に表示する。また、制御部０００３は、変
更つまみ０７０１を介して操作者が平滑化係数を設定、変更する毎に、三次元画像処理部
００１４にその平滑化係数を通知する。三次元画像処理部００１４は、通知を受け、上記
三次元画像処理のフローのステップＳ１１０１からの処理を繰り返す。そして、生成され
た三次元画像は、三次元画像表示領域０６００に表示される。操作者は、三次元画像表示
領域０６００に表示される三次元画像を確認しながら、最適な平滑化係数を設定する。
【００８４】
　図７（ｂ）は、平滑化係数を設定、変更するインタフェースが、表示器０００９上のタ
ッチパネルと、係数表示領域０７０２と、三次元画像表示領域０６００とにより構成され
る例である。表示器０００９は、係数の値を上下させる指示を受け付けるスライドバー０
７０３を備える。操作者は、指、または、操作部０００４が備えるマウス、トラックボー
ル、キーボード等の入力装置を用いてスライドバー０７０３を操作することにより、予め
定められた平滑化係数の中から平滑化係数を選択する。操作者により平滑化係数が設定、
変更された際の制御部０００３による処理は、上記図７（ａ）の例と同様である。
【００８５】
　図７（ｃ）は、平滑化係数を設定、変更するインタフェースが、表示器０００９上のタ
ッチパネルと、係数表示領域０７０２と、三次元画像表示領域０６００とにより構成され
る例である。表示器０００９は、係数の値を上昇させる指示を受け付ける上昇指示領域０
７０４と、係数の値を下降させる指示を受け付ける下降指示領域０７０５と、を備える。
操作者は、上昇指示領域０７０４または下降指示領域０７０５を介して、予め定められた
平滑化係数の中から平滑化係数を選択する。指示は、指、または、操作部０００４が備え
るマウス、キーボード等の入力装置を用いて行う。操作者により平滑化係数が設定、変更
された際の制御部０００３による処理は、上記図７（ａ）の例と同様である。
【００８６】
　なお、図７（ｃ）では、上昇指示領域０７０４と下降指示領域０７０５とを、係数表示
領域０７０２内に備える場合を例示しているが、必ずしも係数表示領域０７０２内でなく
てもよい。
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【００８７】
　また、操作者が平滑化係数を設定、変更するインタフェースは、これに限られない。
【００８８】
　また、平滑化係数を設定、変更するインタフェースは、重み係数を設定、調整するイン
タフェースと兼用であってもよい。この場合、いずれの係数を変更するかの指示を操作者
から受け付ける構成を備え、指示に応じて、対応する係数の変更として受け付ける。
【００８９】
　以上説明したように、本実施形態によれば、三次元画像処理において、断層ボリューム
データと、その断層ボリュームデータに平滑化処理を施して得た平滑化ボリュームデータ
とを、重み係数を乗じて加算することにより合成ボリュームデータを生成する。そして、
生成した合成ボリュームデータに対しレンダリング処理を行って、三次元画像を生成する
。
【００９０】
　本実施形態では、加算時に用いる重み係数を変えることで、合成ボリュームデータの平
滑化の強度を変化させることができる。このため、操作者が任意に重み係数を設定するこ
とで、抑制したい凹凸の情報と、保持したい微細な形態情報とを操作者が任意に変化させ
ることができる。また、加算時に用いる重み係数は、実時間で自在に変更できるため、合
成ボリュームデータの平滑化強度を、実時間で自在に調整できる。このため、所望の平滑
化がなされた三次元画像を容易に得ることができ、必要に応じて最適な画像を得ることが
できる。
【００９１】
　また、レンダリング処理後の複数の画像を合成する場合、例えば、不透明度の積算値が
１になった場合、それより手前のボクセル値は出力画像に反映されないため、重み付け加
算をしても、加算後の画像にも反映されない。一方、本実施形態によれば、レンダリング
前のボリュームデータの状態で、平滑化の強度を調整するため、個々のボクセルの情報を
失うことなく平滑化の強度を調整した合成ボリュームデータを得ることができる。そして
、その合成ボリュームデータから三次元画像が生成されるため、取得した全ボリュームデ
ータから、より多くの情報を反映した三次元画像を得ることができる。
【００９２】
　また、平滑化強度を調整するために重み付け加算を行う対象のテクスチャデータとスム
ースデータとは、同一の断層ボリュームデータから生成される。従って、時間的および／
または空間的な変化による画質の低下がない。
【００９３】
　さらに、平滑化処理を行う三次元画像処理において、新たに追加される構成が、高速で
装置への負担の少ない重み付け加算だけであり、装置に負担の大きいレンダリング処理は
、従来同様１回で済む。上述のように、レンダリング処理は、処理量が膨大であり、時間
と装置への負担が大きい。従って、装置への負担を増大させることなく高速に所望の画質
の三次元画像を得ることができる。
【００９４】
　なお、本実施形態では、三次元平滑化処理部０２０１において空間平滑化処理として、
平均化フィルタを用いているが、これに限られない。例えば、低域通過フィルタ、あるい
はメディアンフィルタなどを三次元的に使用してもよい。また、ダイレーションによる拡
張処理を三次元的に行ってもよい。
【００９５】
　＜＜第２の実施形態＞＞
　次に、本発明を適用する第２の実施形態を説明する。第１の実施形態では、三次元画像
処理部００１４において、三次元座標変換部００１３の出力である断層ボリュームデータ
そのものと、その断層ボリュームデータに平滑化処理を施したボリュームデータとを、所
定の重み係数を用いて合成して合成ボリュームデータを生成する。これに対し、本実施形
態では、三次元画像処理部において、同一の三次元座標変換部の出力に対し、それぞれ異
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なる平滑化処理を施して得た２つのボリュームデータを、所定の重み係数を用いて加算し
、合成ボリュームデータを生成する。
【００９６】
　本実施形態の超音波診断装置０００１は、基本的に第１の実施形態の超音波診断装置０
００１と同様の構成を有する。ただし、上述のように、三次元画像処理が異なるため、第
１の実施形態の三次元画像処理部００１４の代わりに三次元画像処理部００１４ａを備え
る。以下、本実施形態について、三次元画像処理部００１４ａに主眼をおいて説明する。
【００９７】
　図８は、本実施形態の三次元画像処理００１４ａの機能ブロック図である。本図に示す
ように、本実施形態の三次元画像処理部００１４ａは、２つの三次元平滑化処理部（フィ
ルタ処理部）０２０１（０２０１ａ、０２０１ｂ）と、重み付き加算部０２０２と、勾配
演算部０２０３と、レンダリング部０２０４と、を備える。
【００９８】
　２つの三次元平滑化処理部０２０１の機能は、それぞれ、第１の実施形態の三次元平滑
化処理部（フィルタ処理部）０２０１と基本的に同様である。すなわち、断層ボリューム
データに、設定された平滑化係数を用いて空間平滑化処理を行う。ただし、２つの三次元
平滑化処理部（フィルタ処理部）０２０１ａ、０２０１ｂにおいて、用いる平滑化係数が
それぞれ異なる。三次元平滑化処理部（フィルタ処理部）０２０１は、断層ボリュームデ
ータに、複数の三次元フィルタ処理を独立して施し、それぞれ、処理後ボリュームデータ
を生成する。
【００９９】
　以下、説明のため、平滑化効果の弱い平滑化係数（第１の平滑化係数）を用いる側を、
第１の三次元平滑化処理部０２０１ａ、第１の平滑化係数より平滑化効果の強い平滑化係
数（第２の平滑化係数）を用いる側を、第２の三次元平滑化処理部０２０１ｂと呼ぶ。以
下、本実施形態では、第１の三次元平滑化処理部０２０１ａにより生成されるボリューム
データを、テクスチャボリュームデータ（弱平滑化ボリュームデータ）と呼び、第２の三
次元平滑化処理部０２０１ｂにより生成されるボリュームデータを、平滑化ボリュームデ
ータ（強平滑化ボリュームデータ）と呼ぶ。
【０１００】
　第１の平滑化係数および第２の平滑化係数は、第１の実施形態の平滑化係数同様、予め
定められた平滑化係数の中から、操作者により操作部０００４を介して指定される。第１
の三次元平滑化処理部０２０１ａおよび第２の三次元平滑化処理部０２０１ｂは、制御部
０００３を介して、指定された第１の平滑化係数および第２の平滑化係数をそれぞれ受け
取り設定する。第１の平滑化係数および第２の平滑化係数には、第１の実施形態同様、平
滑化フィルタにおける平均化ボクセル数が設定される。
【０１０１】
　重み付き加算部０２０２の機能は、基本的に第１の実施形態と同様である。ただし、本
実施形態では、重み付け加算を行う同一の断層ボリュームデータから生成した複数のボリ
ュームデータは、弱い平滑化処理を施したテクスチャボリュームデータと強い平滑化処理
を施した平滑化ボリュームデータとの２つである。
【０１０２】
　他の構成（勾配演算部０２０３と、レンダリング部０２０４）の機能は、基本的に第１
の実施形態と同様である。また、第１の実施形態と同様に、勾配演算部０２０３を含まな
い構成も可能である。
【０１０３】
　次に、本実施形態の三次元画像処理部００１４ａによる画像処理の手順を図９を用いて
説明する。図９は、本実施形態の三次元画像処理部００１４ａによる画像処理の処理フロ
ーである。
【０１０４】
　生成されるボリュームデータは、図４を用いて説明する。なお、図４は、第１の実施形



(17) JP WO2012/101989 A1 2012.8.2

10

20

30

40

50

態の三次元画像処理部００１４の説明にも用いているが、効果の概要を説明するためのも
のであり、第１の実施形態の三次元画像処理部００１４と第２の実施形態の三次元画像処
理部００１４ａとが同一の結果を生じることを示すものではない。
【０１０５】
　三次元平滑化処理部０２０１ａは、第１の平滑化係数を設定し（ステップＳ１２０１）
、三次元座標変換部００１３の出力データである断層ボリュームデータに対し、平滑化処
理を行い、図４（ａ）に示すテクスチャボリュームデータ０４０１を生成する（ステップ
Ｓ１２０２）。
【０１０６】
　次に、三次元平滑化処理部０２０１ｂは、第２の平滑化係数を設定し（ステップＳ１２
０３）、三次元座標変換部００１３の出力データである断層ボリュームデータに対し、平
滑化処理を行い、図４（ｂ）に示す平滑化ボリュームデータ０４０２を生成する（ステッ
プＳ１２０４）。
【０１０７】
　なお、第１の三次元平滑化処理部０２０１ａおよび第２の三次元平滑化処理部０２０１
ｂの処理順は問わない。また、先に第１の平滑化係数および第２の平滑化係数を設定し、
その後、それぞれ平滑化処理を行うよう構成してもよい。
【０１０８】
　重み付き加算部０２０２は、第１の実施形態同様、重み係数を受け付け、設定する（ス
テップＳ１２０５）。そして、ボクセル毎に、テクスチャボリュームデータと平滑化ボリ
ュームデータとを、式（１）に従って重み付けして加算し、図４（ｃ）に示す合成ボリュ
ームデータ０４０３を得る（ステップＳ１２０６）。
【０１０９】
　例えば、図４（ａ）に示すテクスチャボリュームデータ０４０１が、平滑化処理が不足
するもので、図４（ｂ）に示す平滑化ボリュームデータ０４０２が、平滑化処理が過度に
行われているものであっても、重み付き加算部０２０２により両者を加算することにより
、テクスチャボリュームデータ０４０１と平滑化ボリュームデータ０４０２との中間の平
滑化が行われた合成ボリュームデータ０４０３を得ることができる。また、重み係数を変
更することで、平滑化ボリュームデータ０４０２とテクスチャボリュームデータ０４０１
との間の所望の平滑化強度の合成ボリュームデータを得ることができる。
【０１１０】
　その後、第１の実施形態同様、勾配演算部０２０３は、合成ボリュームデータ０４０３
の勾配計算を行う（ステップＳ１２０７）。つまり、勾配演算部０２０３は、処理後ボリ
ュームデータが生成される毎に、生成された複数の処理後ボリュームデータそれぞれの輝
度勾配を算出する。レンダリング部０２０４は、合成ボリュームデータ０４０３に対し、
レンダリング処理を行い、三次元画像を生成する（ステップＳ１２０８）。つまり、レン
ダリング部０２０４は、インタフェースを介して重み係数の入力を受け付ける毎に、複数
の処理後ボリュームデータから三次元画像を生成する。なお、生成された三次元画像は、
表示データ生成部００１６により表示データにされて表示器０００９に表示される。
【０１１１】
　なお、本実施形態においても、操作者が設定する重み係数の効果は、基本的に第１の実
施形態と同様である。平滑化強度の弱いテクスチャボリュームデータ０４０１には、胎児
の指や顔のしわなどの情報が保持される反面、画像の境界線の凹凸が残る。また、平滑化
強度の強い平滑化ボリュームデータ０４０２は、画像の境界線に凹凸がなく滑らかである
反面、胎児の指や顔のしわなどの情報を失う。
【０１１２】
　本実施形態においても、第１の実施形態同様、重み係数を調整するインタフェースを備
え、操作者は、操作者は、表示器０００９に表示される画像を見ながら、実時間で重み係
数を変更することにより、重み係数を調整し、合成ボリュームデータの平滑化強度を調整
する。
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【０１１３】
　また、本実施形態においても、第１の実施形態同様、第１の平滑化係数および第２の平
滑化係数を実時間で変更するインタフェースを備えていてもよい。本実施形態では、係数
毎にそれぞれ、第１の実施形態同様のインタフェースを備えてもよいし、操作者からの指
示に従って、１のインタフェースで両方の係数の変更を受け付けるよう構成してもよい。
さらに、第１の実施形態同様、重み係数の調整用インタフェースと兼用してもよい。
【０１１４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、三次元画像処理において、１つの断層ボリ
ュームデータに、それぞれ異なる平滑化強度で平滑化処理を施して得たテクスチャボリュ
ームデータと平滑化ボリュームデータとを、予め定めた重み係数を乗じて加算することに
より合成ボリュームデータを生成する。そして、生成した合成ボリュームデータに対して
レンダリング処理を行って三次元画像を生成する。
【０１１５】
　従って、第１の実施形態同様、所望の平滑化がなされた三次元画像を容易に得ることが
でき、必要に応じて最適な画像を得ることができる。２つの異なる平滑化強度で平滑化し
た画像の、中間の平滑化強度の画像を得ることができるため、第１の実施形態に比べて、
より高い自由度で、平滑化レベルを設定することができる。すなわち、操作者が、三次元
画像の平滑化の調整幅をより広く持つことが可能となる。
【０１１６】
　また、その他については、第１の実施形態と同様の構成であるため、第１の実施形態同
様の各種の効果が得られ、装置への負担を増大させることなく高速に所望の画質の三次元
画像を得ることができる。
【０１１７】
　なお、上記実施形態では、三次元平滑化処理部０２０１を２つ備える構成を例にあげて
説明しているが、これに限られない。１つの三次元平滑化処理部０２０１により、順次同
一の断層ボリュームデータに対し、異なる平滑化係数を用いて平滑化を行い、それらの出
力を重み付け加算するよう構成してもよい。
【０１１８】
　また、第１の実施形態同様、三次元平滑化処理部０２０１ａおよび０２０１ｂにおいて
空間平滑化処理として平均化フィルタ、低域通過フィルタ、メディアンフィルタなどを三
次元的に用いることができる。また、ダイレーションによる拡張処理を三次元的に行って
もよい。
【０１１９】
　＜＜第３の実施形態＞＞
　次に、本発明を適用する第３の実施形態を説明する。第２の実施形態では、三次元画像
処理部００１４ａにおいて、三次元座標変換部００１３の出力に対し、異なる平滑化強度
で平滑化処理を行った２種のボリュームデータを重み付け加算して、合成ボリュームデー
タを生成する。これに対し、本実施形態では、三次元画像処理部において、同一の三次元
座標変換部の出力に対し、異なるフィルタ処理を行って得た複数のフィルタ処理後のボリ
ュームデータを、所定の重み係数を用いて加算し、合成ボリュームデータを生成する。
【０１２０】
　本実施形態の超音波診断装置０００１は、基本的に第１の実施形態の超音波診断装置０
００１と同様の構成を有する。ただし、上述のように、三次元画像処理が異なるため、第
１の実施形態の三次元画像処理部００１４の代わりに三次元画像処理部００１４ｂを備え
る。以下、本実施形態について、三次元画像処理部００１４ｂに主眼をおいて説明する。
なお、ここでは、異なるフィルタ処理として、三次元鮮鋭化処理と、三次元平滑化処理と
の２種を行う場合を例にあげて説明する。
【０１２１】
　図１０は、本実施形態の三次元画像処理部００１４ｂの機能ブロック図である。本図に
示すように、本実施形態の三次元画像処理部２０１４は、三次元平滑化処理部０２０１と
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、三次元鮮鋭化処理部０２０６と、重み付き加算部０２０２と、勾配演算部０２０３と、
レンダリング部０２０４と、を備える。
【０１２２】
　三次元鮮鋭化処理部０２０６は、三次元座標変換部００１３の出力データである断層ボ
リュームデータに対し、鮮鋭化処理を行う。本実施形態においては、鮮鋭化処理後のボリ
ュームデータをテクスチャボリュームデータ（鮮鋭化ボリュームデータ）と呼ぶ。ここで
行う鮮鋭化処理には、高域通過フィルタを三次元的に用いるもの、三次元的なエロージョ
ン処理による退縮処理などがある。三次元的な高域通過フィルタを用いることにより、空
間的に鮮鋭化されたボリュームデータが生成される。また、三次元的なエロージョン処理
による退縮処理により、構造を強調したボリュームデータが生成される。
【０１２３】
　鮮鋭化処理は、鮮鋭化の強度を決定する鮮鋭化係数を用いて行われる。鮮鋭化係数は、
第１の実施形態の平滑化係数同様、予め定められた鮮鋭化係数の中から、操作者により操
作部０００４を介して指定される。三次元鮮鋭化処理部０２０６は、制御部０００３を介
して、指定された鮮鋭化係数を受け取り設定する。
【０１２４】
　三次元平滑化処理部０２０１は、基本的に第１の実施形態と同様であり、本実施形態で
は、断層ボリュームデータに平滑化処理を施し、生成したボリュームデータを、平滑化ボ
リュームデータ（スムースボリュームデータ）と呼ぶ。本実施形態では、空間平滑化処理
として、低域通過フィルタ、あるいはメディアンフィルタなどを三次元的に使用してもよ
く、また、ダイレーションによる拡張処理を三次元的に行ってもよい。このように、本実
施形態では、三次元超音波画像に対し、任意の平滑化効果を与えることができる。
【０１２５】
　重み付き加算部０２０２の機能は、基本的に第１の実施形態と同様である。ただし、重
み付け加算を行う同一の断層ボリュームデータから生成した複数のボリュームデータは、
鮮鋭化処理を施したテクスチャボリュームデータと平滑化処理を施した平滑化ボリューム
データとの２つである。
【０１２６】
　他の構成（勾配演算部０２０３と、レンダリング部０２０４）の機能は、基本的に第１
の実施形態と同様である。また、第１、第２の実施形態と同様に、勾配演算部０２０３を
含まない構成も可能である。
【０１２７】
　次に、本実施形態の三次元画像処理部００１４ｂによる画像処理の手順を図１１を用い
て説明する。図１１は、本実施形態の三次元画像処理部００１４ｂによる画像処理の処理
フローである。生成されるボリュームデータは、第２の実施形態同様、効果の概要を説明
するため、図４を用いて説明する。
【０１２８】
　三次元鮮鋭化処理部０２０６は、鮮鋭化係数を設定し（ステップＳ１３０１）、三次元
座標変換部００１３の出力データである断層ボリュームデータに対し、鮮鋭化処理を行い
、図４（ａ）に示すテクスチャボリュームデータ０４０１を生成する（ステップＳ１３０
２）。
【０１２９】
　次に、三次元平滑化処理部０２０１は、第２の平滑化係数を設定し（ステップＳ１３０
３）、三次元座標変換部００１３の出力データである断層ボリュームデータに対し、平滑
化処理を行い、図４（ｂ）に示す平滑化ボリュームデータ０４０２を生成する（ステップ
Ｓ１３０４）。
【０１３０】
　なお、三次元鮮鋭化処理部０２０６および三次元平滑化処理部０２０１の処理順は問わ
ない。また、先に両係数を設定し、その後、両処理を行うよう構成してもよい。
【０１３１】
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　重み付き加算部０２０２は、第１の実施形態同様、重み係数を受け付け、設定する（ス
テップＳ１３０５）。そして、ボクセル毎に、テクスチャボリュームデータと平滑化ボリ
ュームデータとを、式（１）に従って重み付けして加算し、図４（ｃ）に示す合成ボリュ
ームデータ０４０３を得る（ステップＳ１３０６）。
【０１３２】
　その後、第１の実施形態同様、勾配演算部０２０３は、合成ボリュームデータ０４０３
の勾配計算を行い（ステップＳ１３０７）、レンダリング部０２０４は、合成ボリューム
データ０４０３に対し、レンダリング処理を行い、三次元画像を生成する（ステップＳ１
３０８）。なお、生成された三次元画像は、表示データ生成部００１６により表示データ
にされて表示器０００９に表示される。
【０１３３】
　なお、本実施形態においても、操作者が設定する重み係数の影響は、基本的に第１の実
施形態と同様である。本実施形態においても、第１の実施形態同様、重み係数を調整する
インタフェースを備え、操作者は、表示器０００９に表示される画像を見ながら、実時間
で重み係数を変更し、重み係数を調整する。
【０１３４】
　また、本実施形態においても、第１の実施形態同様、平滑化処理に用いる平滑化係数、
および／または、鮮鋭化処理に用いる鮮鋭化係数を実時間で変更するインタフェースを備
えてもよい。
【０１３５】
　また、本実施形態では、鮮鋭化に用いる処理方法および平滑化に用いる処理方法を、操
作者が選択するインタフェースを備えてもよい。操作者がこれらの処理方法を選択するイ
ンタフェースを、図１２を用いて説明する。
【０１３６】
　図１２（ａ）は、処理方法を選択するインタフェースが、操作部０００４が備える変更
つまみ０８０１と、処理方法表示領域０８０２と、三次元画像表示領域０６００とにより
構成される例である。変更つまみ０８０１は、操作部０００４が備える。操作者は、変更
つまみ０８０１を操作することにより、予め用意された鮮鋭化処理方法、平滑化処理方法
等の中から所望の処理方法を選択する。
【０１３７】
　処理方法表示領域０８０２と、三次元画像表示領域０６００とは、表示器０００９が備
える。なお、三次元画像表示領域０６００は、三次元画像処理部００１４ｂが生成した三
次元画像が表示される領域である。
【０１３８】
　制御部０００３は、変更つまみ０８０１を介して操作者が三次元フィルタ処理方法を設
定、変更する毎に、選択された処理方法を、それぞれ、処理方法表示領域０８０２に表示
する。また、制御部０００３は、変更つまみ０８０１を介して操作者が処理方法を選択、
変更する毎に、三次元画像処理部００１４ｂにその処理方法を通知する。三次元画像処理
部００１４ｂは、通知を受け、変更された処理と、重み付き加算処理以降の処理とを実行
する。そして、生成された三次元画像は、三次元画像表示領域０６００に表示される。操
作者は、三次元画像表示領域０６００に表示される三次元画像を確認しながら、最適な処
理方法を設定する。
【０１３９】
　図１２（ｂ）は、処理方法を選択するインタフェースが、表示器０００９上のタッチパ
ネルと、処理方法表示領域０８０２と、三次元画像表示領域０６００とにより構成される
例である。表示器０００９は、処理方法の選択を受け付けるスライドバー０８０３を備え
る。操作者は、指、または、操作部０００４が備えるマウス、トラックボール、キーボー
ド等の入力装置を用いてスライドバー０８０３を操作することにより、予め用意された鮮
鋭化処理方法、平滑化処理方法等の中から所望の処理方法を選択する。操作者により処理
方法が選択された際の制御部０００３による処理は、上記図１２（ａ）の例と同様である
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。
【０１４０】
　図１２（ｃ）は、処理方法を選択するインタフェースが、表示器０００９上のタッチパ
ネルと、処理方法表示領域０８０２と、三次元画像表示領域０６００とにより構成される
例である。表示器０００９は、処理方法の変更の指示を受け付ける指示領域０８０４、０
８０５を備える。操作者は、指示領域０８０４または０８０５を介して、処理方法の変更
を指示する。指示は、指、または、操作部０００４が備えるマウス、キーボード等の入力
装置を用いて行う。操作者により処理方法が選択、変更された際の制御部０００３による
処理は、上記図１２（ａ）の例と同様である。
【０１４１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、三次元画像処理において、１つの断層ボリ
ュームデータに、それぞれ異なるフィルタ処理を施して、得られた処理後のボリュームデ
ータを、予め定めた重み係数を乗じて加算することにより合成ボリュームデータを生成す
る。そして、生成した合成ボリュームデータに対してレンダリング処理を行って三次元画
像を生成する。
【０１４２】
　従って、第１の実施形態同様、操作者が任意に重み係数を設定することで、抑制したい
凹凸の情報と、保持したい微細な形態情報とを操作者が任意に変化させることができる。
また、加算時に用いる重み係数は実時間で変更できる。従って、所望のフィルタ効果を容
易に与えることができる。このため、所望のフィルタ処理がなされた三次元画像を容易に
得ることができ、必要に応じて最適な画像を得ることができる。
【０１４３】
　また、その他については、第１の実施形態と同様の構成であるため、第１の実施形態同
様の各種の効果が得られ、装置への負担を増大させることなく高速に所望の画質の三次元
画像を得ることができる。
【０１４４】
　なお、上記実施形態では、三次元フィルタ処理として、鮮鋭化処理と平滑化処理とを行
う場合を例にあげて説明したが、三次元フィルタ処理はこれに限られない。また、組み合
わせる三次元フィルタ処理は２つに限られない。効果の異なる三次元フィルタ処理の組合
せであればよく、フィルタ処理の種類、数は問わない。
【０１４５】
　なお、実行する三次元フィルタ処理が３以上の場合、重み付け加算部では、それぞれに
付与する重み係数の合計が１となるようにし、加算処理を行う。
【０１４６】
　＜＜第４の実施形態＞＞
　次に、本発明を適用する第４の実施形態を説明する。上記各実施形態では、同一の断層
ボリュームデータに効果の異なるフィルタ処理を施すことにより生成した複数のボリュー
ムデータを、１の重み係数を用いて重み付け加算し、合成ボリュームデータを生成してい
る。それに対し、本実施形態では、各ボクセルの位置に応じて重み係数を変化させて重み
付け加算を行う。
【０１４７】
　本実施形態の超音波診断装置０００１は、基本的に第１の実施形態の超音波診断装置０
００１と同様の構成を有する。ただし、上述のように、三次元画像処理が異なるため、第
１の実施形態の三次元画像処理部００１４の代わりに三次元画像処理部００１４ｃを備え
る。以下、本実施形態について、三次元画像処理部００１４ｃに主眼をおいて説明する。
なお、効果の異なるフィルタ処理の種類は問わないが、ここでは、一例として、第２の実
施形態同様、三次元平滑化処理部０２０１を２つ備え、それぞれにおいて異なる平滑化強
度で平滑化する場合を例にあげて説明する。
【０１４８】
　図１３は、本実施形態の三次元画像処理部００１４ｃの機能ブロック図である。本図に
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示すように、本実施形態の三次元画像処理部００１４ｃは、２つの三次元平滑化処理部０
２０１（０２０１ａ、０２０１ｂ）と、２つの勾配演算部０２０３（０２０３ａ、０２０
３ｂ）と、距離重み付きレンダリング部（レンダリング部）０２０７と、を備える。
【０１４９】
　２つの三次元平滑化処理部０２０１（０２０１ａ、０２０１ｂ）の機能は、それぞれ、
第２の実施形態と同様である。平滑化処理に用いる各平滑化係数も、第２の実施形態同様
、操作者が操作部０００４を介して入力したものが、制御部０００３により設定される。
【０１５０】
　また、２つの勾配演算部０２０３（０２０３ａ、０２０３ｂ）の機能は、それぞれ、第
１の実施形態の勾配演算部０２０３の機能と基本的に同様である。ただし、本実施形態で
は、合成ボリュームデータではなく、それぞれ、第１の三次元平滑化処理部０２０１ａの
出力であるテクスチャボリュームデータ、および、第２の三次元平滑化処理部０２０１ｂ
の出力である平滑化ボリュームデータの勾配情報を生成する。ここでは、説明のため、テ
クスチャボリュームデータを処理する側を、第１の勾配演算部０２０３ａ、平滑化ボリュ
ームデータを処理する側を、第２の勾配演算部０２０３ｂと呼ぶ。
【０１５１】
　距離重み付きレンダリング部（レンダリング部）０２０７は、輝度勾配を算出後の、テ
クスチャボリュームデータと平滑化ボリュームデータとを、投影面からの距離に従って、
ボクセル毎に重み付け加算しながら、ボリュームレンダリング処理を行い、三次元画像を
生成する。つまり、距離重み付きレンダリング部（レンダリング部）０２０７は、第１の
処理後ボリュームデータと第２の処理後ボリュームデータとを、処理対象ボクセルの、投
影面からの距離に応じて、重み係数を変化させる。
【０１５２】
　ここで用いる重み係数は、処理対象のボクセルの位置情報に応じて設定される距離重み
係数である。この距離重み係数は、操作者が操作部０００４を介して入力し、制御部００
０３が通知する。
【０１５３】
　なお、レンダリング処理は、上記式（２）および式（３）を用いて行う。ただし、輝度
情報（視線上ｉ番目に存在するボクセルの輝度値）Ｃｉおよび勾配情報（視線上ｉ番目に
存在するボクセルの勾配値）Ｓｉは、以下の式（７）および式（８）に従って、算出する
。
【０１５４】
　　Ｃｉ＝Ｋ１ｉ・Ｃ１ｉ＋Ｋ２ｉ・Ｃ２ｉ　　　（７）
　　Ｓｉ＝Ｋ１ｉ・Ｓ１ｉ＋Ｋ２ｉ・Ｓ２ｉ　　　（８）
　ただし、Ｋ１ｉ＋Ｋ２ｉ＝１である。
【０１５５】
　ここで、Ｃ１ｉ、Ｃ２ｉは、それぞれ、テクスチャボリュームデータのボクセル値、平
滑化ボリュームデータのボクセル値であり、Ｋ１ｉ、Ｋ２ｉは、投影面からの距離に従っ
て設定される距離重み係数である。
【０１５６】
　また、第１、第２、第３の実施形態と同様に、勾配演算部０２０３（０２０３ａ、０２
０３ｂ）を含まない構成も可能である。この場合の勾配値Ｓｉは、例えば、常に１．０が
付与される。
【０１５７】
　次に、本実施形態の特徴的な三次元画像処理部００１４ｃにおける画像処理の手順を図
処理手順を図１４を用いて説明する。図１４は本実施形態の三次元画像処理部００１４ｃ
の画像処理の処理フローである。生成されるボリュームデータは、上記各実施形態同様、
図４を用いて説明する。
【０１５８】
　第１の三次元平滑化処理部０２０１ａは、第１の平滑化係数を受け付け、設定する（ス
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テップＳ１４０１）。また、第２の三次元平滑化処理部０２０１ｂは、第２の平滑化係数
を受け付け、設定する（ステップＳ１４０２）。第１の平滑化係数および第２の平滑化係
数は、それぞれ、第２の実施形態同様、予め定められた平滑化係数の中から、操作者によ
り操作部０００４を介して指定され、制御部０００３により通知される。また、上述のよ
うに、第２の平滑化係数として、第１の平滑化係数より大きいものが設定される。
【０１５９】
　次に、第１の三次元平滑化処理部０２０１ａは、三次元座標変換部００１３の出力デー
タである断層ボリュームデータに対し、平滑化処理を行い、図４（ａ）に示す弱い平滑化
処理を施したボリュームデータ（テクスチャボリュームデータ）０４０１を生成する（ス
テップＳ１４０３）。そして、第１の勾配演算部０２０３ａは、テクスチャボリュームデ
ータの輝度勾配を計算する（ステップＳ１４０４）。
【０１６０】
　また、第２の三次元平滑化処理部０２０１ｂは、断層ボリュームデータに対し、平滑化
処理を行い、図４（ｂ）に示す強い平滑化処理を施した平滑化ボリュームデータ０４０２
を生成する（ステップＳ１４０５）。そして、第２の勾配演算部０２０３ｂは、平滑化ボ
リュームデータの輝度勾配を計算する（ステップＳ１４０６）。
【０１６１】
　なお、上記処理フローで、平滑化係数を設定し、平滑化処理を行い、勾配計算を行う順
序が守られていれば、各平滑化係数の設定、各平滑化処理、各勾配計算の処理順は問わな
い。
【０１６２】
　三次元画像処理部００１４は、距離重み係数を受け付け、設定する（ステップＳ１４０
７）。そして、距離重み付きレンダリング部０２０７は、設定された距離重み係数を用い
、式（２）、式（３）、式（７）および式（８）に従って、テクスチャボリュームデータ
と平滑化ボリュームデータとを、ボクセル毎に重み付き加算を行いながら、ボリュームレ
ンダリング処理を行い、三次元画像を生成する。なお、生成された三次元画像は、表示デ
ータ生成部００１６により表示データにされて表示器０００９に表示される。
【０１６３】
　上述のように、本実施形態では、距離に応じて重み係数を変えることができる。例えば
、投影面からの距離が近いボクセルに対しては、Ｋ１ｉを大きくし、平滑化強度の弱いテ
クスチャボリュームデータの重みを大きくし、投影面からの距離が遠いボクセルに対して
は、Ｋ２ｉを大きくし、平滑化強度の強い平滑化ボリュームデータの重みを大きくする。
この場合に、処理途中に生成されるボリュームデータ０９００の概念図を図１５に示す。
【０１６４】
　本図に示すように、奥行き方向の関心領域のみが平滑化の程度が適度に抑えられ、関心
領域以外は過度に平滑化されている。このように、距離の近いボリュームデータを微細に
、距離の遠いボリュームデータをぼかして三次元画像を構築することができる。
【０１６５】
　なお、ここでは、断層ボリュームデータに対する三次元フィルタ処理として、異なる平
滑化強度で行う平滑化処理を例にあげて説明したが、これに限られない。第３の実施形態
のように、異なる三次元フィルタ処理を施すようにしてもよい。また、施す効果の異なる
三次元フィルタ処理は、２種に限られない。
【０１６６】
　以上説明したように、本実施形態によれば、上記各実施形態の効果に加え、距離に応じ
て、平滑化の程度を変化させることができる。従って、操作者が見たい関心領域以外のボ
クセルデータを過度に平滑化させることで関心領域をより認識しやすい三次元画像を得る
ことができる。すなわち、奥行き方向の関心領域の視認性を向上させることができる。
【０１６７】
　また、以上の各実施形態のおけるすべての処理は断層像に限定されるものでなく、超音
波診断装置で取得できる三次元血流、弾性情報、超音波造影剤によって強調された輝度情
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【０１６８】
　また、上記各実施形態では、ＲＦ信号フレームデータから断層ボリュームデータを生成
し、さらに二次元画像、三次元画像を生成するための各部（断層情報演算部００１１、三
次元座標変換部００１３、三次元画像処理部００１４、任意断面像作成部００１５、表示
データ生成部００１６）の機能は、超音波診断装置０００１が備えなくてもよい。例えば
、超音波診断装置０００１とデータの送受信が可能な、超音波診断装置０００１とは独立
した情報処理装置上に構築されていてもよい。また、これらの各機能のうち、一部が、独
立した情報処理装置上に構築されていてもよい。
【０１６９】
　さらに、上記各実施形態では、本発明を適用する検査装置として超音波診断装置を例に
あげて説明しているが、超音波診断装置に限られない。ＭＲＩ装置、Ｘ線ＣＴ装置など、
断層ボリュームデータから三次元画像を生成する各種の検査装置に適用可能である。
【符号の説明】
【０１７０】
０００１：超音波診断装置、０００２：超音波探触子、０００３：制御部、０００４：操
作部、０００５：送信部、０００６：受信部、０００７：送受信制御部、０００８：整相
加算部、０００９：表示器（表示部）、００１０：被検体、００１１：断層情報演算部、
００１２：三次元断層データ記憶部、００１３：三次元座標変換部、００１４：三次元画
像処理部、００１４ａ：三次元画像処理部、００１４ｂ：三次元画像処理部、００１４ｃ
：三次元画像処理部、００１５：任意断面像作成部、００１６：表示データ生成部、０２
０１：三次元平滑化処理部、０２０１ａ：第１の三次元平滑化処理部、０２０１ｂ：第２
の三次元平滑化処理部、０２０２：重み付き加算部、０２０３：勾配演算部、０２０３ａ
：第１の勾配演算部、０２０３ｂ：第２の勾配演算部、０２０４：レンダリング部、０２
０６：三次元鮮鋭化処理部、０２０７：距離重み付きレンダリング部、０４０１：テクス
チャボリュームデータ、０４０２：平滑化ボリュームデータ、０４０３：合成ボリューム
データ、０５０１：三次元画像、０５０２：三次元画像、０５０３：三次元画像、０６０
０：三次元画像表示領域、０６０１：変更つまみ、０６０２：係数表示領域、０６０３：
スライドバー、０６０４：上昇指示領域、０６０５：下降指示領域、０７０１：変更つま
み、０７０２：係数表示領域、０７０３：スライドバー、０７０４：上昇指示領域、０７
０５：下降指示領域、０８０１：変更つまみ、０８０２：処理方法表示領域、０８０３：
スライドバー、０８０４：指示領域、０８０５：指示領域
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